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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
主操作部と主表示部とが内側となるように折り畳まれる折り畳み式携帯端末であって、折
り畳まれた状態で視認可能な部分に副表示部を有し、折り畳まれた状態で操作可能な部分
に操作ボタンを有し、前記操作ボタンが操作されることにより複数のメール文から選択さ
れたメール文を前記副表示部に表示する手段と、前記操作ボタンが操作されることにより
複数のメール文から選択されたメール文を発信する手段と、前記操作ボタンに、メール文
の選択機能に加えて前記副表示部にスケジュールを表示させる機能を割り当てる手段とを
備えたことを特徴とする折り畳み式携帯端末。
【請求項２】
前記操作ボタンに、メール文の選択機能に加えて着信音の演奏機能を割り当てる手段を備
えたことを特徴とする請求項１記載の折り畳み式携帯端末。
【請求項３】
主操作部と主表示部とが内側となるように折り畳まれる折り畳み式携帯端末であって、折
り畳まれた状態で視認可能な部分に副表示部を有し、折り畳まれた状態で操作可能な部分
に第１の操作ボタンと第２の操作ボタンとを有し、前記第１の操作ボタンが操作されるこ
とにより複数のメール文から選択されたメール文を前記副表示部に表示する手段と、前記
第２の操作ボタンが操作されることにより複数のメール文から選択されたメール文を発信
する手段と、前記第１の操作ボタンまたは第２の操作ボタンに、メール文の選択機能また
は発信機能に加えて前記副表示部にスケジュールを表示させる機能を割り当てる手段とを
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備えたことを特徴とする折り畳み式携帯端末。
【請求項４】
主操作部と主表示部とが内側となるように折り畳まれる折り畳み式携帯端末であって、折
り畳まれた状態で視認可能な部分に副表示部を有し、折り畳まれた状態で操作可能な部分
に第１の操作ボタンと第２の操作ボタンとを有し、前記第２のボタンのそれぞれにメール
文を登録する手段と、前記第１の操作ボタンが操作されることにより登録されたメール文
から選択されたメール文を前記副表示部に表示する手段と、前記第２の操作ボタンが操作
されることにより操作された第２のボタンに登録されているメール文を発信する手段と、
前記第１の操作ボタンまたは第２の操作ボタンに、メール文の選択機能または発信機能に
加えて前記副表示部にスケジュールを表示させる機能を割り当てる手段とを備えたことを
特徴とする折り畳み式携帯端末。
【請求項５】
前記第１の操作ボタンまたは第２の操作ボタンに、メール文の選択機能または発信機能に
加えて着信音の演奏機能を割り当てる手段を備えたことを特徴とする請求項３または４記
載の折り畳み式携帯端末。
【請求項６】
前記副表示部を折り畳まれた状態で外側となる部分に有することを特徴とする請求項１か
ら５のいずれか１項に記載の折り畳み式携帯端末。
【請求項７】
主操作部と主表示部とが内側となるように折り畳まれる折り畳み式携帯端末であって、折
り畳まれた状態で視認可能な部分に副表示部を有し、折り畳まれた状態で操作可能な部分
に操作ボタンを有す折り畳み式携帯端末の制御方法であって、
　前記操作ボタンが操作されることにより複数のメール文から選択されたメール文を前記
副表示部に表示し、
　前記操作ボタンが操作されることにより複数のメール文から選択されたメール文を発信
し、
　前記操作ボタンに、メール文の選択機能に加えて前記副表示部にスケジュールを表示さ
せる機能を割り当てること
　を特徴とする折り畳み式携帯端末の制御方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は折り畳み式携帯電話機に関し、特に主操作部と主表示部とが内側となるように折
り畳まれる折り畳み式電話機に関する。
【０００２】
【従来の技術】
携帯電話機は、その機能が豊富になるにしたがって、表示部の表示量を増加させる要求に
対応するため折り畳み式のものが主流となってきている。折り畳み式携帯電話機は、電話
やメールの操作を行う場合は開いてから操作することになる。開いてから操作する不便さ
を解消する目的で、開かなくても情報を確認できる位置に第２の表示部を配置させること
が開示されている（例えば、特許文献１参照。）。
【０００３】
【特許文献１】
特開２００２－１４１９９３号公報（第９－１２頁、図５）
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
上述した従来の折り畳み式の携帯電話機は、電話やメールの操作を行う場合は開いてから
操作することになるという、利用者にとって利便性の悪いものであるという問題点があっ
た。
【０００５】
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特許文献１に開示された方式でも、着信メールを確認するときは開く必要はなくなるが、
メールを発信するときは開いて行う必要があるという問題点があった。
【０００６】
本発明の目的は、開閉動作なしにメール発信等の機能を実現させる、利便性の高い折り畳
み式携帯電話機を提供することにある。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
本発明の折り畳み式携帯電話機は、主操作部と主表示部とが内側となるように折り畳まれ
る折り畳み式携帯電話機であって、折り畳まれた状態で視認可能な部分に副表示部を有し
、折り畳まれた状態で操作可能な部分に操作ボタンを有し、前記操作ボタンが操作される
ことにより複数のメール文から選択されたメール文を前記副表示部に表示する手段と、前
記操作ボタンが操作されることにより複数のメール文から選択されたメール文を発信する
手段とを備えたことを特徴とする。
【０００８】
本発明の折り畳み式携帯電話機は、前記操作ボタンに、メール文の選択機能に加えてメー
ル文の選択機能とは異なる機能を割り当てる手段を備えたことを特徴としてもよい。
【０００９】
本発明の折り畳み式携帯電話機は、前記操作ボタンに、メール文の選択機能に加えて着信
音の演奏機能を割り当てる手段を備えたことを特徴としてもよい。
【００１０】
本発明の折り畳み式携帯電話機は、前記操作ボタンに、メール文の選択機能に加えて前記
副表示部にスケジュールを表示させる機能を割り当てる手段を備えたことを特徴としても
よい。
【００１１】
本発明の折り畳み式携帯電話機は、主操作部と主表示部とが内側となるように折り畳まれ
る折り畳み式携帯電話機であって、折り畳まれた状態で視認可能な部分に副表示部を有し
、折り畳まれた状態で操作可能な部分に第１の操作ボタンと第２の操作ボタンとを有し、
前記第１の操作ボタンが操作されることにより複数のメール文から選択されたメール文を
前記副表示部に表示する手段と、前記第２の操作ボタンが操作されることにより複数のメ
ール文から選択されたメール文を発信する手段とを備えたことを特徴としてもよい。
【００１２】
本発明の折り畳み式携帯電話機は、主操作部と主表示部とが内側となるように折り畳まれ
る折り畳み式携帯電話機であって、折り畳まれた状態で視認可能な部分に副表示部を有し
、折り畳まれた状態で操作可能な部分に第１の操作ボタンと第２の操作ボタンとを有し、
前記第２のボタンのそれぞれにメール文を登録する手段と、前記第１の操作ボタンが操作
されることにより登録されたメール文から選択されたメール文を前記副表示部に表示する
手段と、前記第２の操作ボタンが操作されることにより操作された第２のボタンに登録さ
れているメール文を発信する手段とを備えたことを特徴としてもよい。
【００１３】
本発明の折り畳み式携帯電話機は、前記第１の操作ボタンまたは第２の操作ボタンに、メ
ール文の選択機能または発信機能に加えてメール文の選択機能または発信機能とは異なる
機能を割り当てる手段を備えたことを特徴としてもよい。
【００１４】
本発明の折り畳み式携帯電話機は、前記第１の操作ボタンまたは第２の操作ボタンに、メ
ール文の選択機能または発信機能に加えて着信音の演奏機能を割り当てる手段を備えたこ
とを特徴としてもよい。
【００１５】
本発明の折り畳み式携帯電話機は、前記第１の操作ボタンまたは第２の操作ボタンに、メ
ール文の選択機能または発信機能に加えて前記副表示部にスケジュールを表示させる機能
を割り当てる手段を備えたことを特徴としてもよい。
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【００１６】
本発明の折り畳み式携帯電話機は、前記副表示部を折り畳まれた状態で外側となる部分に
有することを特徴としてもよい。
【００１７】
【発明の実施の形態】
本発明の実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。図１と図２は本発明の第１
の実施の形態の折り畳み式携帯電話機の構成図である。図１が背面を示す図であり、図２
が側面を示す図である。
【００１８】
折り畳み式携帯電話機は、上部筐体１と下部筐体２とがヒンジ３により開閉可能な構造と
なっている。図１と図２は閉じた状態を示す。
【００１９】
下部筐体２には閉じた状態で内側となる面に操作部（図示せず）が設けられている。この
操作部は使用者が折り畳み式携帯電話機の各種操作を行う部分で、複数の操作ボタンを含
む。本発明では後述するように下部筐体２の内側以外にも操作を行う部分を持つため、下
部筐体２の内側にある操作部のことを主操作部と記す。下部筐体２にはさらに、データを
一時記憶するための記憶部５と折り畳み式携帯電話機全体を制御するための制御部６を含
む。記憶部５と制御部６とは下部筐体２でなく上部筐体１あるいはヒンジ３に設けられて
いてもよい。
【００２０】
上部筐体１には閉じた状態で内側となる面に主表示部（図示せず）が設けられている。主
表示部としては通常、ＬＣＤ（liquid crystal display、液晶表示）が用いられる。上部
筐体１は、さらに、閉じた状態で外側となる面、つまり、主表示部から見て背面となる面
に、背面液晶１１とボタンＡ２１とボタンＢ２２とボタンＣ２３とボタンＤ２４とを含み
、側面に、ボタンＥ２５とボタンＦ２６とを含む。背面および側面に配置されるボタンの
数は任意である。本実施の形態ではでは仮に背面に４つ、側面には仮に２つのボタンを配
置している。側面のボタンは、上部筐体１の側面ではなく下部筐体２の側面に配置しても
よい。背面液晶１１はＬＣＤ（liquid crystal display、液晶表示）であり、主表示部に
対して副表示部としての機能を持つ。
【００２１】
ボタンＡ２１、ボタンＢ２２、ボタンＣ２３、ボタンＤ２４、ボタンＥ２５およびボタン
Ｆ２６にはあらかじめ利用者により設定された機能が割り当てられており、背面液晶１１
には随時利用者に必要な情報が表示される。
【００２２】
次に、第１の実施の形態の動作を説明する。図３は第１の実施の形態の動作フローを示す
図である。
【００２３】
折り畳み式携帯電話機は、初期状態において幾つかの記憶領域を記憶部５に保有し、それ
らの記憶領域にメールに記述する内容が利用者により作成・保存される。利用者が何も登
録を行っていない状態においても、頻繁に利用されると思われる文章があらかじめ登録さ
れており、利用者による登録がされていなくとも内容を含んだメールの送信が利用可能な
状態となっている。この場合、送信先メールアドレスは事前に登録することになるが、使
用する折り畳み式携帯電話機のメール送信先が１つに固定されている場合はメールアドレ
スの指定も不要となる。
【００２４】
利用者により記述されたメールの内容は、主操作部を使用して登録処理を行う（ステップ
Ａ１）ことにより記憶内容Ａ、記憶内容Ｂ、記憶内容Ｃおよび記憶内容Ｄとして記憶部５
に保存される（ステップＡ２）。記憶内容Ａ、記憶内容Ｂ、記憶内容Ｃおよび記憶内容Ｄ
はそれぞれボタンＡ２１、ボタンＢ２２、ボタンＣ２３およびボタンＤ２４を押すことに
より送信される内容となる。利用者がそれぞれのボタンを押す（ステップＡ３）ことによ
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りメールの送信が行われる（ステップＡ４）。
【００２５】
ボタンの押下後、「メール送信中」や「メール送信完了」などのステータスが背面液晶１
１に表示され、利用者はそれを見るだけでステータスの確認を行うことができる。
【００２６】
また、ボタンＥ２５およびボタンＦ２６には記憶内容を順次背面液晶１１に表示させる機
能を割り当てる。図４は背面液晶１１に表示される内容の変化を示す図である。初期状態
では状態ａ（図４ａ）のように背面液晶１１には記憶内容Ａが表示されているが、ボタン
Ｅ２５の押下により、状態ｂ（図４ｂ）のように背面液晶１１に表示される内容は記憶内
容Ｂに変化する。また、同様にしてボタンＦ２６の押下により背面液晶１１への表示内容
は状態ｃ（図４ｃ）のように記憶内容Ｄに変化する。そのようにして、利用者により保存
されたメールの内容の確認を行うことによって、利用者は送信すべきメールを選択するこ
とが可能となる。
【００２７】
上記とは別の方式として、背面液晶１１に表示されるメールをボタンＥ２５またはボタン
Ｆ２６で切り替え、表示されたメールを他のボタンで送信することにより、少ないボタン
数で操作することも可能である。
【００２８】
このメール送信機能を応用し、圏外表示される地域・状況においても、あらかじめメール
の文章を作成し、保存しておくことにより、ボタン操作１つで折り畳み式携帯電話機を開
くことなく圏内に入った際のメールの送信が容易に可能となる。
【００２９】
なお、第１の実施の形態では副表示部となる背面液晶１１が上部筐体１の主表示部の背面
に配置された例を説明したが、副表示部の位置はこれに限定されるものではなく、折り畳
んだ状態で視認できる位置にあればよい。つまり、副表示部は下部筐体２の主操作部の背
面でもよく、上部筐体１または下部筐体２の側面でもよく、さらに、リモートコントロー
ル装置上にあってもよい。同様に、ボタンＡ２１、ボタンＢ２２等も、折り畳んだ状態で
操作できる位置にあればよく、例えばリモートコントロール装置上にあってもよい。
【００３０】
次に、本発明の第２の実施の形態について説明する。第２の実施の形態の構成は図１で説
明した第１の実施の形態と同じである。図５は第２の実施の形態の動作フローを示す図で
ある。
【００３１】
ボタンＡ２１、ボタンＢ２２、ボタンＣ２３およびボタンＤ２４に着信音の演奏やスケジ
ュールの表示など、利用者の任意の様々な機能を割り当てることを可能とさせる。
【００３２】
利用者は、主操作部を操作して（ステップＢ１）、ボタンＡ２１、ボタンＢ２２、ボタン
Ｃ２３およびボタンＤ２４にそれぞれ機能Ａ、機能Ｂ、機能Ｃおよび機能Ｄのそれぞれの
機能を割り当てる（ステップＢ２）。次に、ボタンＡ２１、ボタンＢ２２、ボタンＣ２３
およびボタンＤ２４の押下（ステップＢ３）によりそれぞれのボタンに割り当てられた機
能が実現する（ステップＢ４）。
【００３３】
例えば、ボタンＡ２１に着信音の演奏機能を割り当てた場合、機能Ａが着信音の演奏機能
となる。そしてボタンＡ２１の押下により、着信音が鳴動する。また、ボタンＥ２５およ
びボタンＦ２６に鳴動する着信音の変更機能を割り当てることにより、鳴動音が他のもの
に変化し、別の登録済みの着信音を聞くことができる。
【００３４】
第２の実施の形態は、第１の実施の形態と組み合わせることにより、両方の効果を合わせ
持つことになる。組み合わせた場合、第１の実施の形態の機能と第２の実施の形態の切り
替え設定は、主操作部の操作により行うことができる。この切り替え設定を上部筐体１の
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にすると、折り畳み式携帯電話機を開くことなく切り替えることができ、一層使いやすく
なる。
【００３５】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明によれば、利用者による折り畳み式携帯電話機の開閉動作回
数を減少させるという操作性向上の効果がある。
【００３６】
また、折り畳み式携帯電話機を開くことなくボタン操作１つで１つの操作が完了してしま
うという操作性向上の効果がある。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の折り畳み式携帯電話機の背面を示す図である。
【図２】本発明の折り畳み式携帯電話機の側面を示す図である。
【図３】第１の実施の形態の動作フローを示す図である。
【図４】背面液晶に表示される内容の変化を示す図である。
【図５】第２の実施の形態の動作フローを示す図である。
【符号の説明】
１　　上部筐体
２　　下部筐体
３　　ヒンジ
５　　記憶部
６　　制御部
１１　　背面液晶
２１　　ボタンＡ
２２　　ボタンＢ
２３　　ボタンＣ
２４　　ボタンＤ
２５　　ボタンＥ
２６　　ボタンＦ
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